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本校の教育活動における新型コロナウイルス感染症に係る対応について 
 
 
 清明の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 
 さて、本県では「感染再拡大防止対策期間」と定め、感染防止対策を進めてきましたが、４月７日を
もってその期間が終了となり、県教育委員会が、４月８日からの新しい教育活動における留意事項を決
定しました。 
つきましては、４月８日からの本校の教育活動における感染予防の取組等を以下のとおり実施いたし

ますのでお知らせします。 
 ご家庭におかれましても、感染予防・感染拡大防止等のためにご理解とご協力をお願いします。 
 なお、今後の教育活動における予定及び指導内容等については、本県における感染状況等により変更
する場合があることをご了承ください。 
 
 
 

記 
 
 
１ 可能な限り３つの密を回避する工夫を行い、各自が、こまめな手洗い・咳エチケットを徹底し、
感染及びその拡大のリスクを可能な限り低減するよう努めます。 

 

２ 学校内及び通学時においては、感染防止の観点から原則として、マスク（不織布マスクを推奨）を常時着用す
ることとします。マスクの取外しについては、教育活動の態様や生徒等の様子なども踏まえ、臨機応変に対応し
ます。 

 

３ 特に、公共交通機関においては、マスクの常時着用を徹底します。集団での登下校は避け、会話を
控えるなどの感染防止に努めます。 

 
４ 部活動は、活動内容に応じた感染防止対策を十分に徹底し、本人・保護者の同意を得た上で活動し
ます。生徒が感染する可能性がある場合は、躊躇なく計画の変更・中止等を行います。 

 
５ 居残り学習や部活動の生徒は、１９時３０分（陸上競技部の投擲と棒高跳びと野球部は、２０時）
までに完全下校とします。 

 
６ 課外授業（希望者）については、２・３年生は４月１９日(火)から、１年生は４月２６日(火)から
開始いたします。ただし、感染状況等を見て、変更・中止等を行う場合もあります。 

 
７ 次のア・イを踏まえ、毎日の登校前等の健康観察を徹底するようお願いします。 
 ア 登校前に自宅において生徒の健康状態（検温等）の確認を行ってください。 

なお、登校前に確認できなかった生徒については、教室に入る前に、保健室・職員室において検
温や健康状態の確認を行ってください。 

 イ 生徒もしくはその同居の家族に発熱や倦怠感、喉の違和感等の風邪の症状があり、普段と体調
が少しでも異なる場合は、登校しないでください。また、発熱等の風邪症状がある場合は、医
療機関の受診をお勧めします。 



８ 生徒が登校後に体調不良が認められる場合は、保護者の方に連絡をし、下校させる場合がありま
す。ご了承ください。 

９ 免疫力を高めるために、十分な睡眠、適度な運動、バランスのとれた食事を心がけてください。 
 
10 学校外の行動については、不要不急の外出・移動を控えるようにお願いします。やむを得ず外出
する場合であっても、密集を避ける、マスクを着用する、大声での会話を避けるなどの感染防止対
策を徹底してください。 

 
11 以下の状況が生じた場合には必ず速やかに学校にご連絡ください。 
   ①生徒本人または同居家族が新型コロナウイルスに感染した場合 
   ②生徒本人または同居家族が濃厚接触者として特定された場合 
   ③生徒本人がＰＣＲ検査を受けて結果が判明した場合 
 
12 生徒が新型コロナウイルス感染症に係る「ワクチン接種」を受ける、また、接種後に副反応がある
場合は、出席停止の取り扱いとなります。クラス担任等にご相談ください。 

 
※ 今後の学校生活や生徒の健康状態などご相談がありましたら、ご遠慮なくクラス担任等にお知らせ
ください。 


